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令和５年度 第１回北広島市環境審議会 議事録  

  

■日 時：令和 5 年 12 月 14 日（木） 18：30～20：00  

■会 場：市役所 5 階 委員会室 

■出席者： （委  員） 

早矢仕会長、石山副会長、後藤委員、安藤委員、澤田委員 

澁谷委員、森下委員、藤野委員、山腋委員（9 名）  

（事務局：市民環境部環境課）  

阿部部長、山田次長、米村課長、 

新川主査、大木主任、梅津主事（６名）  

 

■審議内容  

○事務局 

  ただいまより令和５年度第 1 回北広島市環境審議会を開催させていただきます。 

本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。はじめに、本日の審議会の出席者ですが、委

員定数 10 名のところ、出席者が 9 名ですので、北広島市環境審議会規則第 3 条第 3 項の規定によ

り、会議は成立することをご報告します。 

また、本審議会につきましては、北広島市情報公開条例第 20 条に基づき原則公開としていますが、

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

それでは、このあとの進行につきましては、A 委員にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた
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します。 

 

○ A 委員 

 皆様お忙しい中、本日はありがとうございます。これより、私のほうで議事の進行を務めさせていただきます。

本日の議事録署名委員を指名させていただきます。本日は、藤野委員と石山委員にお願いしたいと思

います。 

【藤野委員、石山委員了承】 

それでは次第 3 の議事に入ります。はじめに、協議事項（1）北広島のかんきょうについて説明をお願

いします。 

 

○事務局 

それでは、わたくしの方から説明をさせていただきます。 

こちらの北広島のかんきょうにつきましては、みなさんと作成しました北広島市環境基本計画の施策に対

する取組状況について冊子にしたものです。 

現在の第３次北広島市環境基本計画については、令和３年度から１０年間の計画であり、昨年度

発行した北広島のかんきょうから新しいレイアウトとなっています。 

昨年度、新たに北広島のかんきょうを作成した際に、レイアウト等を毎年変更するより、原則１０年間

統一的なレイアウトとして、数値のみを変更する方が毎年の経年変化が見えるのではないかとの結論をい

ただいているところです。したがいまして、今回の北広島のかんきょうについては、昨年度とほぼ数値等のみ

が変更となっていることを前提に説明をさせていただきます。 

それでは、個別の取り組み状況等について説明させていただきます。まず、第１章～第４章については、

ほぼ変更がありませんので、説明は割愛させていただきます。次に第５章生活環境についてですが、大気・
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水質・悪臭、騒音・振動、有害化学物質については、各種測定においてもほぼ例年通りの数値で推移し

ており、特段変化等がなかったことを報告させていただきます。 

次に第６章循環型社会についてですが、来年４月からごみの分別方法等が変更になるなどの大きな

動きがありますけども、令和４年度については、３２ページの図の９－１ ごみ処理の推移をご覧いただ

いてもお分かりになるかと思いますが、前年度とほぼ同じ処理量となっており、特段大きな動き等はなかった

ことを報告させていただきます。 

次に、第７章自然共生社会についてですが、アライグマの捕獲実績がここ数年は２００頭前後で推

移していましたが、令和４年度の実績が１６９頭とおよそ３０～４０頭捕獲実績が減っています。しか

し、今年度については、今日現在で２００頭を超える捕獲実績がありますので、令和４年度については、

生息数が減った等ではなく、何らかの要因によって減ったものと考えているところです。それ以外の項目につ

いては、例年と同様の傾向にあることを報告させていただきます。 

次に、第８章地球環境ですが、市役所全体での温室効果ガス排出量についてですが、６５０ｔ-CO

₂の削減をすることができました。市役所の節電対策については、待機電力の削減のために、外勤時や休

憩時にパソコンのディスプレイの電源を落とすなどの対策をして、少しでも節電となるよう取り組んでいるとこ

ろですが、今年の夏のような高温が続きますとなかなか削減が難しいと実感しているところです。そのほかの

取り組み状況について、計画に則って取り組みを行ったことを報告させていただきます。次に、第９章環境

教育・環境配慮行動についてですが、こちらについては、令和４年度は新型コロナウイルス感染症の対策

を実施しながら開催できた事業も増えてきたことから、令和３年度と比較して実績値として増加している状

況にあります。実施した事業内容等については、特段大きな変更等はなかったことを報告させていただきま

す。 

内容についてこの後にご質問や改善点がありましたら教えていただければと思います。説明は以上となり

ます。 



4

 

〇 A 委員 

今のご説明に関しまして、何かご質問、ご意見ございますか。 

 

〇 B 委員 

「北広島のかんきょう」の内容ではないのですが、「北広島のかんきょう」の配布場所は具体的にどこなの

でしょうか、また配布の際は本編と資料編を合わせて一冊にした状態で配布するのか、本編と資料編を

別々の状態で配布するのか教えていただければと思います。 

 

○事務局 

配布場所については、毎年市内の小中学校に配布しています。そのほかには図書館への配布や北広

島市のホームページにも掲載しているところです。配布については、本編と資料編を別々の冊子にした形で

各施設へ配布します。 

 

〇 C 委員 

資料配布に付属する部分で、今回の審議会の資料もそうですがペーパーレス化を進めており大変良い

と感じます。ペーパーレス化を進めていく方法の一つとして、QR コードを活用し資料にアクセスできるように

工夫したり、紙を使用しなくても「北広島のかんきょう」や「環境基本計画」をスマホ等から見られるようにす

るのはどうでしょうか。 

 

○事務局 

ペーパーレスについては課題の一つでもあることから、今回の審議会もペーパーレス化を試みたところです。
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ただし、一部では紙の資料を求められている声があるのも事実としてあります。そこで、委員の皆様にお聞き

したいのですが、皆様の職場等においてペーパーレス化を行った際に不都合が生じた事案等があれば教え

ていただければと思います。 

 

〇 D 委員 

資料をしっかりと読み込む必要がある場合には紙の資料である方が望ましいときもありますが、QR コード

の活用は非常に便利であるため、市内へ配布の際などにも活用できればいいと思います。内容を見て使い

分けできればいいと思います。 

 

○ E 委員 

自社では既にペーパーレス化を行っているところです。ペーパーレスを基準で進めるべきだと思います。紙

の資料でチェックすることがいいときもあるため、D 委員が言われた様に場面によっての使い分けを考えること

が必要だと思います。 

 

○事務局 

ご意見ありがとうございます。 

最終的には、ペーパーレスを主体で取り組んで行けるよう課題に対応しながら実施していきたいと思いま

す。 

 

〇 A 委員 

ほかにどなたかご意見、ご質問ありませんでしょうか。 
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〇 F 委員 

今年は北広島でもヒグマの出没情報がありますが、「北広島のかんきょう」ではヒグマについて全く触れら

れていません。ヒグマに関する出没情報や場所の記載をしてもいいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

今回作成している「北広島のかんきょう」については、令和 4 年度のデータで作成しており、令和４年度

はヒグマの出没はほとんどなかったため記載していません。本年度についてはヒグマの出没が非常に多かった

ため、令和６年度版の「北広島のかんきょう」にはヒグマ情報についての記載を検討していきたいと思います。 

 

〇 A 委員 

ほかにどなたかご意見、ご質問ありませんでしょうか。 

 

〇 D 委員 

「北広島のかんきょう」の周知方法について教えて欲しいです。 

 

○事務局 

市民への周知は北広島市ホームページ上での周知に留まっているところです。 

市内小学校には「北広島のかんきょう」を子ども用にわかりやすくした、「こどもの北広島のかんきょう」を配

布し周知しています。何か市民に広く周知する方法について助言があればお伺いしたいです。 

 

〇 D 委員 

せっかく毎年作成しているものなので広く市民に知ってもらいたいと考えます。市内には小・中学生がいな
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い世帯も多くあるため、現状の周知方法だけでは情報を受け取れない市民がいることとなります。先ほど話

にでましたが、QR コードを載せたチラシを活用し回覧板に添付し町内会に広く周知するなどはどうでしょう

か。 

 

○事務局 

ありがとうございます。広く市民に知ってもらうにはいい案だと思います。検討させていただきます。 

 

〇 A 委員 

「北広島のかんきょう」を多くの人が見られるような手段として回覧板はとても有効的な手段だと思います

ので、活用していただきたいです。 

ほかにどなたかご意見、ご質問ありませんでしょうか。 

 

〇 C 委員 

アライグマの捕獲について、アライグマの被害が非常に多いところです。例えば東の里の貴重な自然への

影響が懸念されます。市としての対策や考えは何かあるのでしょうか。今年は東の里で貴重な鶴の繁殖も

見られたため、アライグマの捕獲の実績が減少していることが心配です。 

 

○事務局 

令和４年度のアライグマの捕獲数の減少については詳しい要因は不明であり、現在調査しているところ

です。対策として東の里については、南幌町や長沼町と近く、河川敷は野生動物が移動しやすい環境に

あることから、近隣市町村と連携を強化し対応していく必要があると考えています。また、令和 5 年度の実

績については今日現在で 200 頭以上の捕獲状況にあるため、このままいくと過去最高の捕獲数が予想さ
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れるため、そういった状況を踏まえて対策を検討してまいります。 

 

〇 C 委員 

農作物への被害と自然・野生生物への被害の考え方は異なります。特に東の里遊水地近隣について、

何かアライグマ対策をしているのでしょうか。 

 

○事務局 

現状、東の里でのアライグマ捕獲について何か特別に対策をしているということはありません。今後、専門

家の意見を聞きながら効果的な策を検討していく必要があると思っています。 

 

〇 C 委員 

東の里遊水地では特別天然記念物であるタンチョウが繫殖する等貴重な光景が目撃されています。来

年も繫殖する可能性があり、貴重な財産となるため北広島市としての方向性の検討が必要だと考えます。

これだけ市街地付近でこのような光景が見られるのは特殊性があり大切にしていきたいところです。また、外

部に向けてこのような自然環境の PR が必要ではないかとも考えています。他の市町村では見られない光

景であり、何らかの策を考える必要があります。 

東の里遊水地の利活用等について市・関係機関・市民が話し合う機会が欲しいです。今はタンチョウが

いる前提で見直す必要があると思います。 

 

○事務局 

ありがとうございます。貴重なご意見として承ります。 
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〇 A 委員 

ほかに何か北広島のかんきょうについて、ご意見、ご質問がございましたら、お願いします。 

 

〇 D 委員 

千歳市にラピダスの工場が建設されることにあたり、工場排水の河川排水に伴い、河川測定の指標に

ついて今の状態から見直しを検討する必要が出てくると考えます。BOD の数値の変化や工場建設にあた

って起こる変化について、現状の視点から見直す必要があると思います。 

 

○事務局 

D 委員のおっしゃる通りだと思います。千歳川水系の測定調査は流域内の市町村で形成されている千

歳川連絡協議会で共通の測定項目で調査しているため、今後の連絡協議会の議題として考えていけれ

ばと思います。 

 

〇 A 委員 

ほかに何か北広島のかんきょうについて、ご意見、ご質問がございましたら、お願いします。 

 

〇 C 委員 

エコミュージアムセンターの展示についてですが、近隣市町村と比較して生物の標本が少ないと感じます。 

例えば、ボールパークでのバードストライクが報告されているところですが、鳥の死骸の処理はどうしている

のでしょうか。また、バードストライクの件数はどれくらいなのでしょうか。もし、死骸をただ捨てているだけであ

ればもったいないと思います。はく製を作製し展示品として活用できると考えます。 
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〇事務局 

環境課と市の学芸員と連携して情報提供を行っているところです。本年度も表現が適切かわかりません

が、状態のよいキジの死骸を回収しエコミュージアムセンターに提供したところです。しかし、動物の死骸につ

いては原則廃棄物となることや、腐敗が進んだ状態であるものも多く、難しいところでもあります。 

また、動物の死骸については、廃棄物として地権者に処理義務がありますので、ボールパークの死骸の

み市で回収するのは難しいと考えています。 

 

 

〇 A 委員 

C 委員がおっしゃる通り、確かにエコミュージアムセンターにある生物の標本展示はかなり少ないと感じま

す。北広島の貴重な自然を伝える場として、市を挙げて推進して行ってもらいたいと思います。 

ほかに何か、ご意見、ご質問がございましたら、お願いします。 

 

〇 G 委員 

本編の 14 ページで「PM2.5 の情報提供」と記載がありますが、関係機関とはどこのことを指しているの

か教えてほしいです。また、26 ページの「航空機や生活音などとその他の騒音・振動等防止対策」につい

て、ヘリの騒音が記載されていないが理由は何かありますか。ボールパークでのヘリの騒音で迷惑したという

話があったはずです。 

同ページ（26 ページ）に「低周波音等への情報収集」とあるがどのようなことを指しているのか。 

 

○事務局 

PM2.5 については、市内小中学校や高齢者施設等様々な施設に関係課を通じて周知しているところ
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です。また、ホームページにも掲載し周知しています。 

ヘリコプターの騒音については自衛隊のヘリを除いています。ボールパークでのヘリについては今年度のこと

になりますので、来年度以降の記載として検討します。 

低周波音については風力発電によるものなど、全国的な事案等について注視し情報収集を行っている

ところです。 

 

〇 C 委員 

資料編の 31 ページに記載のある「騒音・振動に係る苦情の内訳」の表（C-2）部分の数字が合わな

いことについて何故なのでしょうか 

 

○事務局 

後日、精査して回答いたします。 

※集計誤りであったため、修正いたします。 

  

〇 A 委員 

ほかに何か、ご意見、ご質問がございましたら、お願いします。 

 

〇 D 委員 

ボールパークで発生するごみの処理について、残さをバイオマスに回す等の活用はしているのでしょうか。 

 

○事務局 

ボールパークで発生するごみのうち、事業系一般廃棄物については北広島市のアクア・バイオマスセンタ
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ーで処理をしているところです。発生するごみの割合は産業廃棄物のほうが多く、事業系一般廃棄物の中

でも生ごみについては分別に協力いただいています。分別された生ごみについては市内の処理施設に運搬

してバイオガス化処理を行っているところです。 

 

○ D 委員 

バイオマスの活用は脱炭素の取り組みとして有効です。先進的に取り組めば脱炭素の先進としての PR

もできると思います。積極的に取り組んでいくべきだと思います。 

 

○事務局 

市内では分別への協力を求めるため周知していますが、市外への PR につきましては、今後の課題とし

て対応していきたいところです。 

 

〇 A 委員 

ほかに何か、ご意見、ご質問がございましたら、お願いします。 

 

〇 C 委員 

外来種は農作物や在来種に多大な影響を与えるため、市民に対しての周知が大事になります。 

資料編に載せている表が更新されていないように感じます。この作り方では年々変わらないままになって

しまうのではないでしょうか。例えば、東の里にライギョがいることや仁別でヒキガエルが発見されていること等

はどこにも記載されていません。外来種が増えているのに表はそのままなので更新したほうがいいと思います。

この表にはタンチョウも入っていないです。表の中身も「アカショウビン」や「ヨタカ」（鳥類）が魚類に含まれ

ているなど、もう少し中身について精査したほうがよいと思います。本編に記載されている種数と表の数も異
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なっています。 

 

○事務局 

 C 委員のおっしゃる通りです。最新のものに修正し、内容について精査したいと思います。 

 

〇 C 委員 

お願いします。なにかわからない点は相談してもらえればと思います。 

 

〇 D 委員 

市内の自然については市民個人や市民団体が有志で活動している方がいるため、データを持っているこ

とが多いと思います。しかし、そのデータを市に提供する機会がなく知ることができない状態と思われます。相

互に情報共有ができる機会や仕組みづくりが必要となると思います。 

 

〇 C 委員 

市民大学自然グループにはデータがあり、エコミュージアムセンターとは連携しています。そのデータを提供

することもできると思います。 

環境省の事業で現地調査をレクの森で行うことになっています。レクの森の散策路が一部しか開放され

ていません。ボールパークの目の前で注目されやすいところにあるのに放っておかれていてもったいないと感じ

ます。レクの森の今後の活用について知りたいです。 

 

○事務局 

レクの森のついては議会でも話が出ていたところです。来年４月を目途に散策路は再開する予定となっ



14

ています。アスレチック部分等についてはいつ頃となるかは現状では把握していません。 

 

〇 C 委員 

レクの森では森林生態系が観測でき、東の里では湿地生態系が観測できます。一つの市でこれほど多

様な生態系が観測できることは貴重な財産だと考えます。 

 

〇 H委員 

森の手入れの仕方が大事であり、何かしらの手入れをしないと鹿やクマが市街地付近に出没してくる可能

性があります、手を加える必要があると思います。 

山手町付近の森林にも様々な動物が生息していますが、現在のように只々放置を続けていくだけではい

けないと感じます。野生動物と人間の共存をうまく行うためには、一定の制限を設けることが必要だと思いま

す。 

 

○事務局 

野生動物のゾーニング管理については、全国的に課題となっていると認識しています。全国的な対応方法

なども情報収集して効果的な対策を検討していきます。 

 

〇 H委員 

近隣の河川沿いを見ていると、昔と比べてあまり人が使用している形跡がありません、このように人の行動

の変化により環境も変化していると思われます。野生動物の行動範囲の変化にも関係しているのではないで

しょうか。そういった実態も観察していく必要があると感じます。 
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〇 D委員 

里山のように人の手を入れて管理することで問題に対策するといった方法もあります。 

 

〇 C委員 

市街地の身近に豊かな自然が接しているのは北広島市の非常に良い部分であり財産です。現在、工事

が行われている駅周辺も自然豊かですが、工事計画等が周知されていなくあまり分かりません。今後の工事

計画等を知ることのできる機会はあるのでしょうか。 

今年にトラフズクが目撃された公園の木にもラベリングされており、何か計画されているのかと疑問に思いま

した。 

 

○事務局 

例えば、北進通の臨時駐車場として使用している敷地にマンションが建つ予定であること等は聞いていま

すが、詳細な話についてはわかりかねるところです。 

 

〇 C委員 

何も知る機会が無いのに突然、工事等が行われ貴重な自然が無くなっていくのは困ります。事前にそうい

った情報があれば周知するように努めてほしいと思います。最近でも、東の里遊水地付近の堤防で舗装工

事がされていることに驚きました。突然道が舗装されていて、どこにもそのような工事を知る機会は無かったよう

に思えます。あの工事についてはどのようなものになるのでしょうか。 

 

○事務局 

前々から土砂の運搬など、国交省が行っている状況です。 
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〇 A委員 

特別天然記念物であるタンチョウの営巣地近辺で、そのような開発行為が行われているのは考えられませ

ん。東の里遊水地の利活用計画はありますが、それはタンチョウが定着する前に計画されたものなので、タン

チョウを保護するために早急に行動することを強く要望します。 

 

○事務局 

タンチョウの件については我々も把握しています。国・市建設部・市環境課で話をしながら慎重に進めてま

いります。 

 

〇 A委員 

現在のように堤防の舗装が行われているような状況で十分に検討されているとは思えません。このまま開

発を進めてタンチョウの繁殖を妨げてしまうことを心配しています。 

タンチョウを守るために利活用計画を市民も交えて再考したほうがいいのではないでしょうか。また、市民に

対して東の里遊水地の情報が十分に周知されていないのではないでしょうか。 

 

〇 C委員 

東の里遊水地についての話し合いの場を設けてほしいと感じています。一般の市民の方から合意形成が

出来る環境を設けていただきたいです。 

 

○事務局 

担当している建設部にご意見をお伝えします。 
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〇 D委員 

1か0かの話ではなく、市と市民が自然環境の保持について共に話し合い、良い落としどころを見つけるため

にも話し合い（共考）の場を設けることは重要だと思います。 

 

〇 G委員 

先ほどから回答の歯切れが悪いと感じますが、環境課が東の里遊水地の所管をしているわけではないので

しょうか。 

 

○事務局 

東の里遊水地の所管や工事は国と市建設部が主導で進めている部分です。当課でお答えできる部分が

限られてしまっていることについてご容赦願います。 

 

〇 G委員 

一般の方が入った中で話し合いをした方が良いと思います。 

 

〇 D委員 

利活用計画自体はタンチョウの営巣前から準備と検討を重ねて進められているものなので、突然の大幅

変更は難しいということも分かります。しかし、このような状況にある以上、タンチョウが定着した場合について

考えながら再検討が必要だと思います。 

 

〇 A委員 
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この審議会で出た意見は環境課だけではなく市について意見を出していることをご承知いただきたい。 

 

○事務局 

特別天然記念物であるタンチョウは近年、近隣の長沼町の舞鶴にも飛来しており、全道的に取り組みが

行われているところです。東の里遊水地でのタンチョウに関しては次回の審議会において皆様と話し合える場

を設けられればと思います。 

 

○ H委員 

今回の案件もボールパーク建設の時のように、市民に寄り添った話し合いを行い今後の対応をしていただ

きたいです。市民レベルでの話し合いが必要だと思います。 

 

〇 A委員 

次回の審議会で情報をいただくということでお願いします。 

ほかに何か、ご意見、ご質問がございましたら、お願いします。 

ほかに意見がなければ、この議事については終了させていただきますが、よろしいでしょうか。 

それでは、次第4「その他」について、事務局から何かございますか。委員の皆さんから、なにかございますか。 

特に無いようですので、これをもちまして本日の審議会を終了します。本日はどうもありがとうございました。 

 

【閉会】 

 

 


